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 甲府昭和高等学校第３３期卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。甲府昭和高等学校において３年間の高校教育を修了され、

それぞれの進路に向かって羽ばたかれる２７８名の卒業生の皆さんに心から祝福を贈らせていただきます。また、保護者の皆様におか

れましては、心配や不安等も多々あったとは存じますが、卒業を迎えたお子様の力強く、逞しい姿を見られ、頼もしく成長したと実感

されたのではないかと拝察いたします。心よりお祝い申し上げます。 

さて、生徒指導係では、この１年「さわやか教育の推進」「学校安全の推進」「教育相談の充実」を重点項目として取り組んできま

した。全校生徒には、「３４６（サンシロー）大作戦」を掲げ、具体的な目標値の達成を目指し、学校生活の充実を図りました。生徒

は各分野で真面目に取り組み、「交通事故件数」や「５分前遅刻」では過去の記録を上回る成果を上げました。このことは、生徒が主

体的に取り組んだ証であると感じています。この取り組みを通して生徒が自ら問題意識を持ち、その問題の解決を目指して仲間と協働

して主体的に行動する姿勢にふれることができました。来年度は平成が終わり、新たな時代が到来します。この姿勢を次年度につなげ、

新たな甲府昭和高校を自らの手で仲間と協働してつくり上げることに大いに期待します。 

 

「３４６（サンシロー）大作戦」 
 

☆交通事故・・・全校で３０件台に減らそう！   見事、達成！！ 
 

☆５分前遅刻・・・学年で年間４０台を目指そう！ ３年生３８件 
 

☆１ヶ年皆勤・・・クラスで６０％以上を目指そう！  ６クラスが達成 
 

☆交通事故   達成！！ 交通事故 ３０件（２月２５日現在）  ～過去、最も少ない事故件数～ 

ここ数年の本校の事故発生件数は４０件台を推移しており、違反については、Ｈ２８年度以降１０件以下になり、昨年度は３件でした。

本年度は事故件数が３０件、違反が 4件となっており、事故件数は今までで最も少ない件数となっています。生徒のみなさんの交通安全

への意識の高さが、大幅な事故の減少につながったと思います。 

事故ついて学年別でみると、１年生の事故が昨年との同時期の比較では大幅に減少（Ｈ２９：１３件⇒５件）しています。２，３年生

についても、２年生（Ｈ２９：１９件⇒１５件）３年生（Ｈ２９：１１件⇒９件）となっており、各学年とも減少しました。 

事故の内容では、昨年多かった「もらい事故」が本年度も１１件（自転車：８件、バイク：３件）ありました。自転車が被害に巻き込

まれる案件が多く、要因としては交差点内の事故と左折車に巻き込まれる案件が複数ありました。交差点内の走行（危険回避できるスピ

ードと運転技術）に十分注意するとともに車両の右左折等、危険察知する予測力も事故を回避するためには重要です。 

発生件数を月別でとらえると、前期１９件（Ｈ２９：２４件）から後期１１件（Ｈ２９：１９件）に減少しました。毎年、秋口から増

加しはじめる傾向があったのですが、今年度はその傾向が最小限に抑えられ、好結果につながりました。事故・違反は気をつけていても

遭遇する可能性もあります。交通事故・違反の防止のため、「気の緩みや」「慣れ」「たぶん大丈夫」等の主体要因に関する意識を更に

高め、事故・違反を本年度以上に減少させていきましょう。生徒のみなさんの自覚に期待します。 

 

平成30年度交通事故・違反の具体的状況 甲府昭和高等学校

１　年別推移

２　平成30年度の発生状況   ※ 平成30年4月１日～平成31年2月25日
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災害、そして「ヒヤリ・ハッと」がある。
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自転車と車

自転車と人

バイク自損
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区分／年度別 H 27
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バイクと歩行者

（１）月別 

平均的にすべての月で交通事故が起きている。８月は夏

休みのため、登校者数は少ない。年度初め、学期始めの

バイク通学開始時が多いので注意して欲しい。 

  

（２）曜日別 

今年度は水曜日、木曜日の発生が若干突出している。週

の中頃に注意が散漫となる危険性がある。土日も部活動

等で登 

 

校する生徒は気を付けよう。 

  

（３）時間帯別 

圧倒的に朝の登校時間帯が多い。時間に余裕がないなど、

人的要因が大きく影響しているものと考えられる。5分前

行動を心掛け、黄色の信号では停止して、次の信号を待

つ運転をしよう。 

（４）事故発生別 

自転車も原付も車との事故が大半の状況にある。それ故、

重篤な事故となる可能性も高い。スピードの出し過ぎは

もってのほかである。その他の事故は自損のケースが多

かった。これはルールの遵守や自助努力によって防げる

はずである。又、原付事故は、脇見運転や車間距離不足

から駐車中の車に追突するケースも数件あった。運転中

は、危険を予測し、危険を回避する行動を取れるように、

普段からそれらの能力を身に付けるようにしよう。 



☆５分前遅刻   平成30年度（4月6日～2月22日） 

 

         平成29年度（4月7日～3月24日） 

 

全校合計１７０件は歴代１位  ３年生は見事に達成：３８件は歴代２位 

 ２月２２日現在で全校合計１７０件は過去最も少ない件数です。（H２８：１８３件）生徒一人ひとりの基本的生活習慣の定着、５

分前行動への意識が好結果につながっていると思います。平成２９年度と比較した場合、前期はほぼ同数で推移し、後期になると寒く

なるにつれて件数が上昇しました。実際、１２月の中旬にはＨ２９年度のペースに肩を並べるところまで増加しました。そこで、生活

委員を中心にクラスごとに「防止対策」決めて取り組んだところ、悪い流れを断ち切り現在に至っています。生徒の皆さんが危機意識

を持ち、主体的に考え行動した結果の成果であります。 

 特に３年生の年間３８件は、歴代２番目の記録です。（歴代１位はＨ２７年度の３年生による３７件）２年次には７３件だったので、

この１年でおよそ半数に減少させました。１１月、１月の受験を控えていた時期に遅刻者が増加して心配しましたが、さすが、３年生

です。最上級生としての自覚が感じられました。２年生は、１年次のＨ２９年度は最も少ない学年でした。本年度はそのペースを若干、

上回ってしまいましたが、来年度は最上級生としての自覚に期待したいと思います。１年生は最も件数が多い学年になってしまいまし

た。しかし、この「５分前遅刻」は前期よりも後期に件数が増える傾向であることを踏まえると、前期と後期を比較した場合の上昇率

が最も少ない学年でした。来年度に期待したいと思います。 

☆1ヶ年皆勤  ６クラスが達成！！（１－２、１－４、２－１、２－６、３－４、３－５） 

 全体では、現時点での１ヶ年皆勤者数が全校生徒数の５５.２％を占めました。全校生徒の半数以上が皆勤者であることは、県内の学

校でもなかなかないと思います。学年別に表すと１年生：５９.２％、２年生：５５.０%、３年生が５２.８%で続きました。因果関係は

わかりませんが、「５分前遅刻」の件数と逆になった結果は興味深いです。 

 クラス別では６クラスが６０％以上を達成しました。特に３年４組は８０％を記録し、クラスの３２名が皆勤者でした。続いて２年

６組が７６.１％、１年２組が７２.５%でした。何気ないことかもしれませんが、毎日登校できるということは心身ともに健康であるこ

とだと思います。勉強や部活動で成果を上げるための第一歩が学校へ登校することであり、このことが土台となって皆さんの成長があ

ると思います。悩みや不安はあると思いますが、健康に留意して過ごしましょう。 

     

 

「自転車を安全に運転しましょう！」 

 生徒指導副主任 浅利一寿 

今日は、自転車の話です。私は、ときどき自転車に乗りますが、題名を書いて、自転車に乗るということは、自転車を運転すると

いうことだと思いました。バスの運転手、車の運転手と同様に、バイクも、自転車も運転手なのですね。自転車は法律では、軽車両

の一種で「車両」に含まれます。私たちが乗っている自転車は「普通自転車」です。普通自転車の基準があって、その基準に当ては

まっている自転車を運転しています。基準のひとつにブレーキの基準があり、基準に合うブレーキがついていない自転車には乗って

はいけません。さて、自転車が走るのは原則車道で、車道の左側を走ります。歩道を走れるのは「自転車通行可」の標識があるとき

です。歩道は徐行で走らなければなりません。自転車に乗っているときは車両ですが、押しているときは歩行者です。車両のときは

車両として、信号も標識も守らなければなりません。車両なのでいわゆる罰金もあります。二人乗りも、スマホの使用も、傘差しも、

イヤホーンも並列走行も、夜の無灯火も、自転車の運転中には罰金があります。自転車の運転は、バイクの運転や車の運転と同じよ

うに、十分に安全運転をします。徐行というのは、いつでも止まれる速さです。一旦停止は車輪が時間の幅で止まっていることです。

私たちは、いつも、いつでも止まれる速さで、ゆっくりゆっくり自転車を運転しましょう。 

 


